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通学路の交通安全の確保に向けた着実かつ効果的な取組の推進について（通知） 

 通学路の交通安全については、平成 25 年６月５日付け教生学第 193 号通知などにより、各市町村

教育委員会に対して、指導・助言いただいているところですが、このたび、別添写しのとおり、文部

科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課長から依頼があったので通知します。 

つきましては、次のとおり関係文書を送付しますので、管内の市町村教育委員会に周知願います。 

また、本通知の趣旨を踏まえた取組に当たっては、【資料１】～【資料５】を活用し、道路管理者

や警察などの関係機関と連携を図るとともに、【参考１】国土交通省通知に参考添付されている「○

○市 通学路交通安全プログラム（案）」を参考にするなどして、着実かつ効果的に推進するよう、

指導願います。 

なお、北海道開発局及び北海道警察から関係機関に対しても、同様に通知されていることを申し

添えます。 

記 

１ 通知 

  【写】通学路の交通安全の確保に向けた着実かつ効果的な取組の推進について 

２ 資料 

 (1) 【資料１】通学路の交通安全の確保に向けた着実かつ効果的な取組の推進について 

(2) 【資料２】開発局道路事務所管轄及び通学路対策担当者一覧（国道） 

(3) 【資料３】道道を管轄する出張所一覧（道道） 

(4) 【資料４】市町村担当者名簿（市町村道） 

(5) 【資料５】警察署管轄区域 

３ 参考通知 

 (1) 【参考１】国土交通省通知 

 (2) 【参考２】警察庁通達 

 

（生徒指導・学校安全グループ）  



写










